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  １ 開催日時  令和５年８月１日（火）午後３時００分から 

           

 

２ 開催場所  大分労働局 大分第二ソフィアプラザビル４階会議室 

（大分市東春日町 17番 20号） 

 

  ３ 議  題  

（１）賃金実態調査結果報告等各種資料説明について 

（２）金額審議について 

（３）その他 
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資料№１ 



2023 年度 大分県最低賃金専門部会での労働者側の主張 

 

１．「人への投資」のためにも最低賃金の引上げが極めて重要 

 日本経済の自律的成長に向けては「人への投資」が不可欠であり、その重要な要素である最低賃金

の引き上げが必要である。そしてその水準は、生存権を確保した上で労働の対価としてふさわしいナ

ショナルミニマム水準とすべきである。 

2022年度改定の結果、過去最大の全国加重平均 31円の引き上げが行われ、同 961円となり、「全国

平均 1,000円」への到達が近づきつつあるが、連合が掲げるのは「誰もが時給 1,000円」への到達で

ある。加えて、至近の物価上昇などを考慮し昨年末簡易改定した 2022連合リビングウェイジによれ

ば、すべての都道府県で単身者が生活するには時給 990円以上が必要であるとの試算結果が得られて

いる。このことからすれば、2023年度は「全国平均 1,000円」は確実に到達した上で、更なる引き上

げを求めていく必要がある。 

われわれ組織労働者は、2023春季生活闘争において月例賃金の引き上げにこだわり、「賃上げ」の流

れの継続・定着を意識した取り組みを行った結果、現時点、ほぼ 30年ぶりとなる水準の賃上げを実現

することが出来ている。とりわけ、連合大分「2023春季生活闘争」第３回回答集計結果（第 21回執行

委員会 2023.6.30）では、コロナ禍の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻や燃料・資材価格の高騰

等があったなか、昨年実績を大きく上回る結果となっている。 

一方、多くの未組織労働者には労使交渉の機会がなく、自らの労働条件の決定にほとんど関与する 

ことができない。組織労働者が労使交渉を通じて獲得した労働条件を法定最低賃金の引き上げにつな

げ、結果的に未組織労働者の労働条件向上へ波及させていくことは、われわれ組織労働者に課せられ

た社会的責務である。 

昨今の急激な物価上昇が、働く者の生活に非常に大きな影響を及ぼしており、特に切り詰めること

ができない「基礎的支出項目」の伸びは、最低賃金近傍で働く者の生活を圧迫している。実質賃金が

増加しなければ働く者の生活は苦しくなるばかりであり、消費者物価上昇率を考慮した引上げが必要

である。 

 

２．大分県における最低限度の生活可能な賃金水準の確保が不可欠 

 昨年度の審議で大分県の最低賃金は 854円となったが、政労使で当面の目標としていた「早期に全

国最低 800円、2020年には全国平均 1,000円」からすると不十分と言わざるを得ない。 

 854円では年間 2,000時間働いても年収 170万円程度と、いわゆるワーキングプア水準であり、憲法

第 25条、労働基準法第１条、最低賃金法第１条を踏まえ、経済的自立を可能にし、人たるに値する生

活を営む賃金水準とする必要がある。まずは生存権確保の観点から最低限可能な賃金水準を担保すべ

きであり、「誰もが時給 1,000円」を実現したうえで、大分県における最低限生活可能な賃金水準（昨

年末簡易改定した連合リビングウェイジ）1,020円を参考にすべきである。 

 同時に、大分県としてのあるべき水準の観点では、全国規模のデータである「賃金改定状況調査」

の第４表にこだわることなく、大分県の高卒初任給やハローワーク求人の募集時の時給等、大分県と

しての労働市場の賃金の絶対水準を参考にすべきである。 

 また、福岡を除く九州各県と上位ランクの都道府県との地域間格差は依然として大きい。 

深刻な人手不足の中で地方部から都市部への労働力人口の流出といった観点において、隣接する福

岡県 900円とは依然として 46円の差額が生じていることは極めて重要な課題と認識しており、この状

況を是正しなければ、県内経済を支える中小・地場企業の事業継続・発展は、新型コロナウイルス感

染症終息後においても厳しさが増すと言っても過言ではない。 

加えて、中小・地場企業の賃上げ実現に向けては、物価上昇に負けない、適切な賃上げ原資の確保

を含めて、適正な価格転嫁に向けた取り組みをサプライチェーン全体で定着させていく必要がある。 

 いずれにしても、大分県内の組織労働者の春季交渉の結果、2016年以降は中小と大手の格差が縮小

しており、これを大分県内の未組織労働者に反映することが強く求められている。 

 したがって、本年度についても、あるべき水準への到達に向けて、大分県としての自主性発揮と九

州全体の底上げをリードする観点においても、極めて重要な審議になると考える。 

 

以 上
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         令和５年８月１日 

 

令和５年度 改定審議における使用者側委員の基本的な考え方 

 

１．中小企業を取り巻く状況 

新型コロナウイルスからの回復が期待されているが、エネルギー資源や原材

料価格高騰による物価高や円安傾向なども加わり、経営環境は依然として厳し

い状況が続いている。 

 

中小企業庁の「中小企業景況調査」（大分県分）によると、中小企業の業況

判断ＤＩは１～３月期が▲19.9、４～６月期は▲18.2 とマイナス圏で推移して

いる。 

また、日銀大分支店が発表した『企業短期経済観測調査』（短観）の６月調

査分では「業況判断ＤＩ」は、全産業で前回の３月調査から３ﾎﾟｲﾝﾄ上がって＋

20 となり、５期連続で改善している。上がり幅が大きかったのは非製造業で、

４ﾎﾟｲﾝﾄ上がって＋27。製造業は＋８で２ﾎﾟｲﾝﾄ減少している。次回９月の先行

きは全産業で３ﾎﾟｲﾝﾄ減少し＋17 と予測し、非製造業を中心に悪化を見込んで

いる業種が多くなっている。 

一方、「仕入価格判断ＤＩ」では、製造業が＋51、非製造業が＋52、全産業

では＋51 と依然として高くなっており、次回９月も全産業で＋46 と予測し、今

後も燃料価格や原材料費高騰の影響が続くとの見方が強い。「雇用人員判断Ｄ

Ｉ」では、全産業で▲29 であり、次回９月も全産業で▲27 と予測し、人手不足

感が強い。 

 

  今年の春季労使交渉では中小企業を含め多くの企業が大幅な賃金引上げを実

施しているが、労働需要のひっ迫を背景として、人材確保・定着のために業績

が改善していないにもかかわらず賃金を引き上げた、いわば「防衛的賃上げ」

を行った企業が一定程度存在していることも考慮する必要がある。 

 

 

２．改定審議における基本的な考え方 

  昨年の最低賃金は、「より早期に全国加重平均 1,000 円以上」を目指す政府方

針や近年にない物価上昇による生計費への影響等を勘案した目安額を参考に改

定審議を行った結果、32 円、3.89％の過去最大の引上げとなった。その結果、

影響率は 19.0％となり、その言葉どおり中小企業に与える影響が増大した。 
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  地域別最低賃金は、最低賃金法を根拠として、企業の業績や価格転嫁の状況

に関係なく適用される、罰則付きの強行法である。最低賃金引上げの影響を受

けやすい中小企業が置かれている厳しい経営状況を十分に踏まえた審議が不可

欠である。 

 

 

３．今年度の改定審議 

  足元の物価上昇や春季労使交渉における賃金引上げ状況及び人材の確保・定

着の観点から、今年度の最低賃金を引き上げることの必要性は理解できる。 

 

最低賃金の決定にあたっては、最低賃金法で定めた①労働者の生計費、②労

働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力の３要素を考慮する必要がある。特

にエネルギーや原材料費の高騰といった企業物価の動向、価格転嫁の進捗状況

など、中小企業の置かれている厳しい状況を踏まえると、③「通常の事業の賃

金支払能力」を最も重視したい。 

その上で、景気や経済の実態を表した各種指標やデータに基づいた納得感の

ある慎重な審議を行うべきと考える。 

 

以上 

 



未満率 影響率

（最低賃金額） （引上額）

2.6 20.5

（854円） （目安 39円）

2.1 19.0

(822円) （ 32円）

1.9 18.0

(792円) （30円）

2.2 6.9

(790円) (2円)

1.5 9.7

(762円) (28円)

1.4 13.4

(737円) (25円)

2.2 11.7

(715円) (22円)

2.4 10.6

(694円) (21円)

2.9 6.6

(677円) (17円)

2.9 6.1

(664円) (13円)
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